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1. 概要 

本資料は，「Ⅵ-2-別添 3-1 可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の方針」に基づき，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対する機能を保持できることを確認した可搬型重大事故等対処設備に対

し，水平２方向及び鉛直方向の組合せによる地震力が与える影響について説明するものである。

なお，耐震設計上の重大事故等対処施設の設備の分類に該当しない設備である可搬型重大事故等

対処設備は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の

解釈」別記 2において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる評価を要求されていない

が，確認を行うものである。 

 

2. 基本方針 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価については，「Ⅵ-2-1-8 水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の「4.2 機器・配管系」の評価方針を踏ま

えて，可搬型重大事故等対処設備としての構造上及び保管方法の特徴を踏まえた抽出を行い，設

備が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

3. 評価方法 

「Ⅵ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の「4. 各施設

における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」を踏まえて，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，耐震評価を実施する設備のうち，従来の設計手法における水平１

方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算に対して，設備の構造特性から水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性があるものを評価対象設備として抽出し，設備が有

する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

影響評価フローを図 3－1に示す。 

 

(1) 評価対象となる設備の整理 

可搬型重大事故等対処設備のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して構造強度又は機

能維持を確認する設備を評価対象とする。（図 3－1①） 

 

(2) 構造上及び保管方法の特徴による抽出 

可搬型重大事故等対処設備としての構造上及び保管方法の特徴から，水平２方向の地震力

が重畳する観点にて検討を行い，水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備を抽出

する。なお，ここでの影響が軽微な設備とは，構造上及び保管方法の観点から発生応力への影

響に着目し，その増分が 1割程度以下となる設備を分類しているが，水平１方向地震力による

裕度（許容応力／発生応力）が 1.1 未満の設備については，個別に検討を行うこととする。

（図 3－1②） 

 

(3) 発生値の増分による抽出 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対して，水平２方向の地震力が各方
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向 1:1 で入力された場合に各部にかかる荷重や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方向

地震力の組合せによる設計に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力を考慮した発生値の増

分を用いて影響を検討し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。（図 3－1③） 

 

(4) 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

(3)の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有する耐震性への影響を確認す

る。（図 3－1④） 

  



 

3 

 

S2
 
補
 Ⅵ

-2
-別

添
3-
7 
R0
 

  

4.3 項 

4.1(2)項 

4.1(1)項 

4.2 項 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

②構造上及び保管方法の特徴 

を踏まえ，水平２方向及び鉛

直方向地震力の影響の可能

性がある設備 

④水平２方向及び鉛直方向地震 

力の影響評価（水平２方向及び

鉛直方向地震力に対し，耐震性

を有していることへの影響が

あるか） 

③水平２方向及び鉛直方向地震

力を考慮した発生値が従来の

発生値と比べて影響があるか 

①評価対象となる設備の整理 

水平２方向及び鉛直方向地震力を 

考慮した発生荷重等を用いた検討 

従来の設計手法に加えて更なる設計

上の配慮が必要な設備 

従来の設計手法で水平２方向及

び鉛直方向地震力は対応可能 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討

による機器・配管系への影響の検討結果 

図 3－1 水平２方向及び鉛直方向地震力を考慮した影響評価フロー 
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4. 評価結果 

4.1 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価設備（部位）の抽出 

評価対象設備を表 4－1に示す。評価対象設備の各評価部位及び応力分類に対し，構造上及び

保管方法の特徴から，水平２方向の地震力による影響を以下の項目により検討し，影響の可能

性がある設備を抽出した。 

 

(1) 水平２方向の地震力が重畳する観点 

評価対象設備は，水平１方向の地震力に加えて，更に水平直交方向に地震力が重畳した場

合，水平２方向の地震力による影響を検討し，影響が軽微な設備以外の影響検討が必要とな

る可能性があるものを抽出した。抽出結果を表 4－2に示す。 

なお，評価対象設備の抽出に当たって，耐震性への影響が軽微とした設備の理由を以下に

示す。 

 

a. 構造強度評価対象設備 

構造強度評価対象設備において，耐震性への影響が軽微と分類した設備はなし。 

 

b. 機能維持評価対象設備 

(a) 収納箱 

収納箱に保管している設備は，収納箱内で緩衝材によって保護されており，X，Yの 2

方向入力に対して，応答増加は生じないものと考えられることから，水平２方向の入力

の影響は軽微である。 

 

(b) その他 

水平２方向及び鉛直方向地震力を同時に入力した加振試験結果に基づき機能維持評価

を行い，健全性を確認していることから，水平２方向入力の影響は考慮済みである。 

 

(2) 水平１方向及び鉛直方向地震力に対する水平２方向及び鉛直方向地震力の増分の観点 

(1)にて影響の可能性がある設備について，水平２方向の地震力が各方向 1:1 で入力され

た場合に各部にかかる荷重や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方向地震力の設計手法

による発生値と比較し，その増分により影響の程度を確認し，耐震性への影響が懸念される

設備を抽出した。抽出結果を表 4－2に示す。 

なお，評価対象設備の抽出に当たって，耐震性への影響が軽微とした設備の理由を以下に

示す。 

 

a. 構造強度評価対象設備 

(a) 車両型設備 

車両型設備に積載したポンプ，発電機，内燃機関等は，矩形構造の横型回転機器等で

あり応答軸（強軸・弱軸）が明確である。水平２方向の地震力が発生した場合，その応
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答はそれぞれの応答軸方向に分解され，実質的には弱軸方向に１方向入力した応答レベ

ルと同等となることから，耐震性への影響の懸念はないと整理した。 

 

(b) ボンベ設備 

ボンベ設備は，矩形構造の架構設備であり，応答軸（強軸・弱軸）が明確である。水

平２方向の地震力が発生した場合，その応答はそれぞれの応答軸方向に分解され，実質

的には弱軸方向に１方向入力した応答レベルと同等となることから，耐震性への影響の

懸念はないと整理した。 

 

(c) 緊急時対策所空気浄化設備 

緊急時対策所空気浄化設備は，矩形構造の架構設備であり，応答軸（強軸・弱軸）が

明確である。水平２方向の地震力が発生した場合，その応答はそれぞれの応答軸方向に

分解され，実質的には弱軸方向に１方向入力した応答レベルと同等となることから，耐

震性への影響の懸念はないと整理した。 

 

(d) その他設備（筐体保管設備） 

その他設備のうち，筐体保管設備は矩形構造の盤であり，応答軸（強軸・弱軸）が明

確である。水平２方向の地震力が発生した場合，その応答はそれぞれの応答軸方向に分

解され，実質的には弱軸方向に１方向入力した応答レベルと同等となることから，耐震

性への影響の懸念はないと整理した。 

 

b. 機能維持評価対象設備 

(a) その他 

矩形構造であり，応答軸（強軸・弱軸）が明確である設備は，水平２方向の地震力が

発生した場合，その応答はそれぞれの応答軸方向に分解され，実質的には弱軸方向に１

方向入力した応答レベルと同等となることから，耐震性への影響の懸念はないと整理し

た。 

 

4.2 建物・構築物及び土木構造物の検討による機器・配管系への影響の検討結果 

建物・構築物及び土木構造物の検討において，可搬型重大事故等対処設備への影響が懸念さ

れるものは抽出されなかった。 

 

4.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

表 4－2 において，水平２方向の地震力による影響の可能性があるとして抽出された設備は

ないため，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価を行う設備はない。 
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4.4 まとめ 

可搬型重大事故等対処設備について，水平２方向及び鉛直方向地震力の影響を受ける可能性

がある設備（部位）について，従来の設計手法における保守性も考慮した上で抽出し，従来の

水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる設計に対して影響を確認した結果，設備が有す

る耐震性に影響のないことを確認したため，従来の設計手法に加えて更なる設計上の配慮が必

要な設備はない。 

 

表4－1 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価対象設備（1/2） 

別添番号 設備名称 
構造強度 

評価 

機能維持 

評価 
部位＊ 

別添 3-3 

大量送水車 ○ ○ 各部位 

タンクローリ（タイプⅠ） ○ ○ 各部位 

タンクローリ（タイプⅡ） ○ ○ 各部位 

高圧発電機車（タイプⅠ） ○ ○ 各部位 

高圧発電機車（タイプⅡ） ○ ○ 各部位 

移動式代替熱交換設備 ○ ○ 各部位 

大型送水ポンプ車（原子炉補機代替冷却

系用） 
○ ○ 各部位 

大型送水ポンプ車（原子炉建物放水設備

用） 
○ ○ 各部位 

可搬式窒素供給装置 ○ ○ 各部位 

緊急時対策所用発電機 ○ ○ 各部位 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 ○ ○ 各部位 

別添 3-4-1 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ ○ ― 各部位 

別添 3-4-2 
中央制御室待避室正圧化装置（空気ボン

ベ） 
○ ― 各部位 

別添 3-4-3 空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 〇 〇 各部位 

別添 3-5 
緊急時対策所空気浄化フィルタユニット ○ ○ 各部位 

緊急時対策所空気浄化送風機 ○ ○ 各部位 

注記＊：部位については，別添 3-3，別添 3-4-1～2，別添 3-5及び別添 3-6に示す耐震評価部位の

とおり。 
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表4－1 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価対象設備（2/2） 

別添番号 設備名称 
構造強度 

評価 

機能維持 

評価 
部位＊ 

別添 3-6 

可搬式エリア放射線モニタ ― ○ 各部位 

可搬式モニタリングポスト ― ○ 各部位 

ＧＭ汚染サーベイメータ ― ○ 各部位 

ＮａＩシンチレーションサーベイメータ ― ○ 各部位 

α・β線サーベイメータ ― ○ 各部位 

電離箱サーベイメータ ― ○ 各部位 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池 ― ○ 各部位 

有線式通信設備（廃棄物処理建物） ― ○ 各部位 

有線式通信設備（中央制御室待避室） 〇 ○ 各部位 

可搬型計測器 ― ○ 各部位 

可搬型計測器（予備） ― ○ 各部位 

可搬式ダスト・よう素サンプラ ― ○ 各部位 

可搬式気象観測装置 ― ○ 各部位 

小型船舶 ― ○ 各部位 

酸素濃度計（緊急時対策所） ― ○ 各部位 

酸素濃度計（中央制御室） ― ○ 各部位 

酸素濃度計（中央制御室待避室） ○ ○ 各部位 

二酸化炭素濃度計（緊急時対策所） ― ○ 各部位 

二酸化炭素濃度計（中央制御室） ― ○ 各部位 

二酸化炭素濃度計（中央制御室待避室） ○ ○ 各部位 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） ― ○ 各部位 

プラントパラメータ監視装置（予備） ― ○ 各部位 

プラントパラメータ監視装置（中央制御

室待避室） 
○ ○ 各部位 

無線通信設備（携帯型） ― ○ 各部位 

衛星電話設備（携帯型） ― ○ 各部位 

データ表示装置（可搬式モニタリングポ

スト用） 
― ○ 各部位 

データ表示装置（可搬式気象観測装置用） ― ○ 各部位 

注記＊：部位については，別添 3-3，別添 3-4-1～2，別添 3-5及び別添 3-6に示す耐震評価部位の

とおり。 
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S2 補 Ⅵ-2-別添 3-7 R0 

表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（1/12） 

 

 

 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

大量送水車 ○ △ 

4.1 項(2)a.「(a) 車両型設備」の理由

（車両型設備に積載したポンプ，発電

機，内燃機関等は，矩形構造の横型回転

機器等であり応答軸（強軸・弱軸）が明

確である。水平２方向の地震力が発生し

た場合，その応答はそれぞれの応答軸方

向に分解され，実質的には弱軸方向に１

方向入力した応答レベルと同等となる

ことから，耐震性への影響の懸念はない

と整理した。）による。 

タンクローリ（タイプⅠ） ○ △ 

タンクローリ（タイプⅡ） ○ △ 

高圧発電機車（タイプⅠ） ○ △ 

高圧発電機車（タイプⅡ） ○ △ 

移動式代替熱交換設備 ○ △ 

大型送水ポンプ車（原子炉補機代替

冷却系用） 
○ △ 

大型送水ポンプ車（原子炉建物放水

設備用） 
○ △ 

可搬式窒素供給装置 ○ △ 

緊急時対策所用発電機 ○ △ 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 ○ △ 

 

  

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (1) 構造強度評価（1/4） 
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表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（2/12） 

 

 

 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ ○ △ 

4.1 項(2)a.「(b) ボンベ設備」の理由

（ボンベ設備は，矩形構造の架構設備で

あり，応答軸（強軸・弱軸）が明確であ

る。水平２方向の地震力が発生した場

合，その応答はそれぞれの応答軸方向に

分解され，実質的には弱軸方向に１方向

入力した応答レベルと同等となること

から，耐震性への影響の懸念はないと整

理した。）による。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気

ボンベ） 
○ △ 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 〇 △ 

 

  

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (1) 構造強度評価（2/4） 
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表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（3/12） 

 

 

 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

緊急時対策所空気浄化フィルタユ

ニット 
○ △ 

4.1 項(2)a.「(c) 緊急時対策所空気浄

化設備」の理由（緊急時対策所空気浄化

設備は，矩形構造の架構設備であり，応

答軸（強軸・弱軸）が明確である。水平

２方向の地震力が発生した場合，その応

答はそれぞれの応答軸方向に分解され，

実質的には弱軸方向に１方向入力した

応答レベルと同等となることから，耐震

性への影響の懸念はないと整理した。）

による。 

緊急時対策所空気浄化送風機 ○ △ 

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (1) 構造強度評価（3/4） 
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表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（4/12） 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

有線式通信設備（中央制御室待避

室） 
○ △ 

4.1項(2)a.「(d) その他設備（筐体保

管設備）」の理由（その他設備のうち，

筐体保管設備は矩形構造の盤であり，

応答軸（強軸・弱軸）が明確である。

水平２方向の地震力が発生した場合，

その応答はそれぞれの応答軸方向に分

解され，実質的には弱軸方向に１方向

入力した応答レベルと同等となること

から，耐震性への影響の懸念はないと

整理した。）による。 

酸素濃度計（中央制御室待避室） ○ △ 

二酸化炭素濃度計（中央制御室待

避） 
○ △ 

プラントパラメータ監視装置（中央

制御室待避室） 
○ △ 

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (1) 構造強度評価（4/4）
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表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（5/12） 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

大量送水車 △ ― 

4.1 項(1)b.「(b) その他」の理由（水

平２方向及び鉛直方向地震力を同時に

入力した加振試験結果に基づき機能維

持評価を行い，健全性を確認しているこ

とから，水平２方向入力の影響は考慮済

みである。）による。 

高圧発電機車（タイプⅠ） △ ― 

高圧発電機車（タイプⅡ） △ ― 

大型送水ポンプ車（原子炉補機代替

冷却系用） 
△ ― 

大型送水ポンプ車（原子炉建物放水

設備用） 
△ ― 

可搬式窒素供給装置 △ ― 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 △ ― 

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (2) 機能維持評価（1/8）



13 

S2
 
補
 Ⅵ

-
2-
別
添

3-
7 
R0

S2 補 Ⅵ-2-別添 3-7 R0 

表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（6/12） 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

タンクローリ（タイプⅠ） ○ △ 
4.1 項(2)b.「(a) その他」の理由（応

答軸（強軸・弱軸）が明確である設備は，

水平２方向の地震力が発生した場合，そ

の応答はそれぞれの応答軸方向に分解

され，実質的には弱軸方向に１方向入力

した応答レベルと同等となることから，

耐震性への影響の懸念はないと整理し

た。）による。 

タンクローリ（タイプⅡ） ○ △ 

移動式代替熱交換設備 ○ △ 

緊急時対策所用発電機 ○ △ 

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (2) 機能維持評価（2/8）
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表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（7/12） 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

緊急時対策所空気浄化フィルタユ

ニット
○ △ 

4.1 項(2)b.「(a) その他」の理由（応

答軸（強軸・弱軸）が明確である設備は，

水平２方向の地震力が発生した場合，そ

の応答はそれぞれの応答軸方向に分解

され，実質的には弱軸方向に１方向入力

した応答レベルと同等となることから，

耐震性への影響の懸念はないと整理し

た。）による。 

緊急時対策所空気浄化送風機 ○ △ 

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (2) 機能維持評価（3/8）
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表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（8/12） 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

可搬式エリア放射線モニタ △ ― 

4.1 項(1)b.「(a) 収納箱」の理由（収

納箱に保管している設備は，収納箱内で

緩衝材によって保護されており，X，Yの

２方向入力に対して，応答増加は生じな

いものと考えられることから，水平２方

向の入力の影響は軽微である。）による。 

ＧＭ汚染サーベイメータ △ ― 

ＮａＩシンチレーションサーベイメー

タ 
△ ― 

α・β線サーベイメータ △ ― 

電離箱サーベイメータ △ ― 

可搬式ダスト・よう素サンプラ △ ― 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） △ ― 

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (2) 機能維持評価（4/8）
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表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（9/12） 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池 △ ― 

4.1項(1)b.「(b) その他」の理由（水

平２方向及び鉛直方向地震力を同時に

入力した加振試験結果に基づき機能維

持評価を行い，健全性を確認している

ことから，水平２方向入力の影響は考

慮済みである。）による。 

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (2) 機能維持評価（5/8）
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表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（10/12） 

 

 

 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

有線式通信設備（廃棄物処理建物） △ ― 

4.1項(1)b.「(b) その他」の理由（水

平２方向及び鉛直方向地震力を同時に

入力した加振試験結果に基づき機能維

持評価を行い，健全性を確認している

ことから，水平２方向入力の影響は考

慮済みである。）による。 

  

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (2) 機能維持評価（6/8） 
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表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（11/12） 

 

 

 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

可搬型計測器 ○ △ 

4.1 項(2)b.「(a) その他」の理由（矩

形構造であり，応答軸（強軸・弱軸）が

明確である設備は，水平２方向の地震力

が発生した場合，その応答はそれぞれの

応答軸方向に分解され，実質的には弱軸

方向に１方向入力した応答レベルと同

等となることから，耐震性への影響の懸

念はないと整理した。）による。 

可搬型計測器（予備） ○ △ 

有線式通信設備（中央制御室待避

室） 
○ △ 

プラントパラメータ監視装置（予

備） 
○ △ 

プラントパラメータ監視装置（中央

制御室待避室） 
○ △ 

酸素濃度計（中央制御室） ○ △ 

酸素濃度計（中央制御室待避室） ○ △ 

二酸化炭素濃度計（中央制御室） ○ △ 

二酸化炭素濃度計（中央制御室待避

室） 
○ △ 

 

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (2) 機能維持評価（7/8） 
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表 4－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価設備（部位）の抽出結果（12/12） 

 

 

 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

4.1項(1) 

水平２方向の地震力が 

重畳する観点 

4.1 項(2) 

水平１方向及び鉛直方向地震

力に対する水平２方向及び鉛

直方向地震力の増分の観点 

検討結果 

（影響軽微の理由） 

可搬式気象観測装置 △ ― 

4.1 項(1)b.「(b) その他」の理由（水

平２方向及び鉛直方向地震力を同時に

入力した加振試験結果に基づき機能維

持評価を行い，健全性を確認しているこ

とから，水平２方向入力の影響は考慮済

みである。）による。 

可搬式モニタリングポスト △ ― 

小型船舶 △ ― 

酸素濃度計（緊急時対策所） △ ― 

二酸化炭素濃度計（緊急時対策所） △ ― 

無線通信設備（携帯型） △ ― 

衛星電話設備（携帯型） △ ― 

データ表示装置（可搬式モニタリン

グポスト用） 
△ ― 

データ表示装置（可搬式気象観測装

置用） 
△ ― 

 

（凡例） 

〇 : 影響の可能性あり  △ : 影響軽微  ― : 該当なし (2) 機能維持評価（8/8） 




